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「柔軟性のある規定」の導入の
必要性について



何が問題なのか
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新たなサービスと著作権との関わり 3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
TurnitinとiThenticateの比較表http://www.ithenticate.com/resources/academic#compareiThenticateのデータベースの内容http://www.ithenticate.com/contentPubMedの利用規約http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/disclaimer.htmlhttps://kotobank.jp/word/%E8%AB%96%E6%96%87%E7%9B%97%E7%94%A8%E6%A4%9C%E7%9F%A5%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0-189760論文盗用検知システムには、無料、有料の様々なサービスがあり、それぞれ機能や精度が異なるが、有名なものに、世界135カ国の教育機関で、学生のレポートなどを対象に利用されている米国「iParadigms社」の「Turnitin(ターンイットイン)」や、同社の「iThenticate(アイセンティケイト)」がある。どちらもオンラインツールとして販売されており、ウェブ上で利用できるが、特にiThenticateは、世界最大の学術論文データベースを活用したサービスで、研究者や出版機関向けの製品として注目されている。2012年には、国内の大学に先駆け、早稲田大学が、13年11月には名古屋大学が、そして、14年3月には東京大学医学系研究科など、国内の研究機関が導入を始めた。iThenticateでは、約3880万本の学術論文、書籍、会議録や、約450億のウェブページを集積したデータベースから剽窃をチェックする。 http://www.sankei.com/west/news/140517/wst1405170062-n1.html理化学研究所のＳＴＡＰ細胞の論文不正問題や、他の文献を流用するコピーアンドペースト（コピペ）の問題が発覚する中、大阪大が、論文の研究不正をチェックする支援ツールを６月１日から導入することが１６日、大学関係者への取材で分かった。http://www.cite.tohoku.ac.jp/iThenticate/iThenticate.html本学における博士論文の不正防止に関する全学的チェック体制構築にあたり, iThenticateを導入し, 全学的に利用できる共通基盤として運用します.http://www.kyushu-u.ac.jp/student/education/gkhyousetsu.php日常的な研究指導における安全弁として、剽窃をチェックするソフトウェアを導入することは、適切な研究指導を推進することへの効果が期待できることから、共通的インフラの一つとして、全学的に導入し、全教員が利用できる環境を整備することとなりました。http://fujikko92.exblog.jp/tags/%E5%A4%A7%E5%AD%A6/広島大が論文盗用防止システム2014年05月03日　NHK広島放送局このシステムの販売会社によりますと、国内では広島大学をはじめ名古屋大学や金沢大学など１１の大学ですでに導入されているということです。http://www.imeg.kumamoto-u.ac.jp/aboutus/huseiboushi.htmlコピー＆ペーストチェッカー[iThenticate]を導入しました (2014.10.1)http://ithenti-manu.shizuoka.ac.jp/以上の背景から、iThenticate（世界最大の学術フルテキスト・データベース）を導入して、研究者各々が学術論文や記事等の事前チェックを行い、出版物の信頼性やクオリティーの向上のために利用するとともに、博士指導教員においては、博士論文作成の指導の一環として活用していただけることを目的とします。 http://alc.chiba-u.jp/seminar/ALseminar2014_04.pdfiThenticate（アイセンティケイト）は、執筆した学術的文章を既存の研究論文テキスト等と照合し独自性を検証するためのオンラインツールで、本学でも今年度から導入。



現行法の課題（後追い／ホワイトリスト方式）

４７条の９（ネットを通じた情報提供の準備）

３０条（私的使用のための複製）

公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号（自動公衆送信の送信元を識別するため

の文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。）を検索し、及びその結果を提供することを業と

して行う者（当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準

に従って行う者に限る。）は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能

化された著作物（当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその

他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を

講じた者の承諾を得たものに限る。）について、記録媒体への記録又は翻案（これにより創作した二次的著作物の

記録を含む。）を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別

符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物（当該著作物に係る当該二次的著作物

の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。）のうち当該送信元識別符号に係るものを

用いて自動公衆送信（送信可能化を含む。）を行うことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物

に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること（国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたと

したならば著作権の侵害となるべきものであること）を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた

自動公衆送信（送信可能化を含む。）を行つてはならない。

４７条の６（検索エンジン）

主体を限定

行為の範囲広い

端緒を限定

事後規制

対象を限定

３５条（学校その他の教育機関による複製）

３７条（視覚障害者等のための複製）

３７条の２（聴覚障害者等のための複製）

４７条の７（情報解析）
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1994
年頃

・・ 2000
年頃

・・ 2006 2007 2008 2009 2010

法改正に要する期間 《例. 検索エンジン》

公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符

号を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者は・・（略）・・

自動公衆送信（送信可能化を含む。）を行うことができる。

４７条の６（検索エンジン）

オプトアウト方式、キャッシュ
保存による優位性で米国勢が勝利

新たな
利用形態

課題

大学教授等による発信

審議会等で議論

IT戦略本部・知財戦略本部がテーマアップ

文化庁 文化審議会 著作権分科会

改
正

閣議・国会

施
行

Push型の
サービスは
適法？
違法？

適法化まで15年

日・米で同じ頃に誕生

日本勢は相次ぎ撤退

検索技術

様々な限定
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
■概観資料としては、検索エンジンの法制上の課題について（平成19年の法制小委員会資料）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/07100904/001/005.htmその他参考WEBページ：SEO HACKS公式ブログ http://www.seohacks.net/blog/zatsudan/history/Google以前の検索エンジン http://plusblog.jp/7386/サーチエンジン史 http://www.searchengine.jp/■創成期で有名な千里眼（1994年～1999年）、ODIN（1995年～2002年）なども、ディレクトリ型ではなくロボット型なので、原理的には非許諾複製はありえた。■日本勢は許諾を取るオプトイン方式のため、オプトアウト方式の米国勢に敗れた。城所先生　http://shuchi.php.co.jp/article/1714牧野弁護士インタビュー　http://www.j-cast.com/2008/10/12028441.html■Googleは「リンク先のサーバーが一時的にダウンした時に備えて、多くのページをキャッシュ に格納してあります。サーバーが故障しても 必要なページのキャッシュがあるので「サイトが見つかりません」というエラーメッセージにイライラさせられることはありません。また、情報の最新度は落ちますが、ダウン時でなくてもGoogleのキャッシュをアクセスする方が、通常のリンクをたどるよりはるかに高速です」と訴求するなど、キャッシュ保存も優位性の源泉だった。（なおGoogleの言う「キャッシュ」は、一般的には「アーカイブ」とされるもので47条の6から外れるとの指摘もある）■47条の6について、『「公衆からの求めに応じて」行うものという要件が課されているため，「公衆からの求めに応じ」ない，いわゆるプッシュ式の検索エンジンは違法であるということが明らかになってしまい，たちまちにして時代遅れの条文となってしまった』中山先生「著作権法の憂鬱」（2013）より



公正な利用との
司法判断

米国企業 T社

盗作検証用DB
の圧倒的充実

市場を支配

日本企業Ａ社

著作権法上、
想定範囲外

限定的な市場シェア

限定的な
盗作検証用DB

導入実績

Ｉ社Ａ社

○学生提出の過去
レポート(3億件)

○独自Webアーカイブ
(560億ページ)
→過去記事も対象

○集まるパートナー企業 (1.4億件の雑誌
記事・論文, 一部フェアユースにも依存)

○外部検索エンジンを
照合の都度利用

○第三者DBは将来対応
予定

東京大、大阪大、早稲田大、名古屋
大、東北大、九州大、広島大、金沢
大、熊本大、静岡大、千葉大・・・

140ヶ国
15,000機関以上

国内464校

価格： 80~300万円/年価格；9,500~64,000円

フェアユース

O氏論文不正問題で更に伸びる米国企業 6



新しいサービスの例
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2013年にJEITAより課題提起したサービス例①
(1)ク ラウドサービス

音楽 映画

写真 ゲーム

送 マンガ

ラウドで管理
つでも・どこでも
テンツを利用可能

ラウドにて変換
でもコンテンツを
用可能

貯めた
オテープ ーレイ

できる よくわからない

読み

(4) スナップショット・アーカイブ(3) 個人向け録画視聴サービス

外出先自宅

送コンテンツ

用者は自宅や外出先などいつでも
こでも録画の指示や視聴ができる
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(5) e ラーニング

資料配布 ×
オンライン専用講座 ×

(6) 論文作成・検証支援サービス

事前に情報を収集・検索可能に
分類

(8) 法人向けTV番組検索サービス

Ａ

法人Ｂ

・テレビ番組・ＣＭを検索
・該当箇所を視聴
・顔認証などで該当コンテンツ検索

【主な用途】
パブリシティの露出測定（自社・他社）
危機管理・報道対応のための情報収集

(7) 評判分析サービス

2013年にJEITAより課題提起したサービス例② 9



2020年に向けて（訪日外国人のおもてなし）10

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
TurnitinとiThenticateの比較表http://www.ithenticate.com/resources/academic#compareiThenticateのデータベースの内容http://www.ithenticate.com/contentPubMedの利用規約http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/disclaimer.htmlhttps://kotobank.jp/word/%E8%AB%96%E6%96%87%E7%9B%97%E7%94%A8%E6%A4%9C%E7%9F%A5%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0-189760論文盗用検知システムには、無料、有料の様々なサービスがあり、それぞれ機能や精度が異なるが、有名なものに、世界135カ国の教育機関で、学生のレポートなどを対象に利用されている米国「iParadigms社」の「Turnitin(ターンイットイン)」や、同社の「iThenticate(アイセンティケイト)」がある。どちらもオンラインツールとして販売されており、ウェブ上で利用できるが、特にiThenticateは、世界最大の学術論文データベースを活用したサービスで、研究者や出版機関向けの製品として注目されている。2012年には、国内の大学に先駆け、早稲田大学が、13年11月には名古屋大学が、そして、14年3月には東京大学医学系研究科など、国内の研究機関が導入を始めた。iThenticateでは、約3880万本の学術論文、書籍、会議録や、約450億のウェブページを集積したデータベースから剽窃をチェックする。 http://www.sankei.com/west/news/140517/wst1405170062-n1.html理化学研究所のＳＴＡＰ細胞の論文不正問題や、他の文献を流用するコピーアンドペースト（コピペ）の問題が発覚する中、大阪大が、論文の研究不正をチェックする支援ツールを６月１日から導入することが１６日、大学関係者への取材で分かった。http://www.cite.tohoku.ac.jp/iThenticate/iThenticate.html本学における博士論文の不正防止に関する全学的チェック体制構築にあたり, iThenticateを導入し, 全学的に利用できる共通基盤として運用します.http://www.kyushu-u.ac.jp/student/education/gkhyousetsu.php日常的な研究指導における安全弁として、剽窃をチェックするソフトウェアを導入することは、適切な研究指導を推進することへの効果が期待できることから、共通的インフラの一つとして、全学的に導入し、全教員が利用できる環境を整備することとなりました。http://fujikko92.exblog.jp/tags/%E5%A4%A7%E5%AD%A6/広島大が論文盗用防止システム2014年05月03日　NHK広島放送局このシステムの販売会社によりますと、国内では広島大学をはじめ名古屋大学や金沢大学など１１の大学ですでに導入されているということです。http://www.imeg.kumamoto-u.ac.jp/aboutus/huseiboushi.htmlコピー＆ペーストチェッカー[iThenticate]を導入しました (2014.10.1)http://ithenti-manu.shizuoka.ac.jp/以上の背景から、iThenticate（世界最大の学術フルテキスト・データベース）を導入して、研究者各々が学術論文や記事等の事前チェックを行い、出版物の信頼性やクオリティーの向上のために利用するとともに、博士指導教員においては、博士論文作成の指導の一環として活用していただけることを目的とします。 http://alc.chiba-u.jp/seminar/ALseminar2014_04.pdfiThenticate（アイセンティケイト）は、執筆した学術的文章を既存の研究論文テキスト等と照合し独自性を検証するためのオンラインツールで、本学でも今年度から導入。



AIも！
産業構造審議会情報経済小委員会 分散戦略WG資料より
「人工知能（AI）（ディープラーニング）概要」

各処理でデータの「複製・翻案・送信」が発生 ⇒ 全て許諾が必要？
注）「②学習用データセット」や「③学習」に用いられるアルゴリズムやプログラム、「④学
習済モデル」の法的保護は別途要検討
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「柔軟な権利制限規定」の
検討状況
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法改正を求めるJEITAの活動
年月日 課題提起先
2013年3月22日 知的財産戦略本部へ「知的財産推進計画2013」策定に向けた意見
2013年8月7日 文化審議会 著作権分科会 法制・基本問題小委員会 ヒアリング
2013年9月30日 規制改革会議 創業・IT等WG ヒアリング
2013年12月16日 文化審議会著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する

WTでプレゼン①
2014年2月17日 文化審議会著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する

WTでプレゼン②
2014年3月14日 自由民主党 知的財産戦略調査会 コンテンツに関する小委員会 ヒアリング
2014年5月16日 知的財産戦略本部へ「知的財産推進計画2014」策定に向けた意見
2014年10月24日 規制改革会議 投資促進等WG ヒアリング
2014年10月31日 文化審議会著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する

小委員会でプレゼン
2015年5月20日 知的財産戦略本部へ「知的財産推進計画2015」策定に向けた意見
2015年7月27日 文化庁「著作物等の利用円滑化のためのニーズの募集」に意見
2015年12月15日 自由民主党 知的財産戦略調査会 コンテンツに関する小委員会 ヒアリング
2016年1月29日 知的財産戦略本部へ「知的財産推進計画2016」策定に向けた意見

13



文化庁の検討状況 14

■ 法制・基本問題小委員会における当面の検討課題及び検討の進め方について(2016年6月6日)

■ 知的財産推進計画2016（2016年5月9日）



文化審議会での権利者団体ヒアリング (2016年6月27日) 15

団体名 主張内容
JASRAC 「利用許諾を得て対価を支払うべき」
日本レコード協会 「著作物等の保護と利用の適切なバランスを著しく失する」
芸団協 「対象となる利用が明確な個別の制限規定を置くことが有用」
映連・JVA・AJA 「製作者の管理が及ばない部分使用は、基本的に認められない」
民放連 「現時点では、権利制限の必要性は認められない」
日本放送協会 「たとえそれが「軽微な利用」であっても、慎重に検討すべき」
日本新聞協会 「具体的事実に基づき、個別に検討を」

「個別権利制限、契約システム充実を優先すべき」
文藝家協会 「文部科学省の担当官でこれですから、柔軟な権利制限どころか」
日本書籍出版協会 「健全なビジネスとはかけ離れた状況が続出するだけ」
日本写真著作権
協会

「創作サイクルを根底から崩すことになり、容認できるものではない」
(「さらに柔軟な規定」について)

学術著作権協会 「権利者の利益を不当に害されるおそれがありまして、容認し難い」

ヒアリング対象の全13団体が反対ないし消極

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
JVA： 日本映像ソフト協会AJA： 日本動画協会【権利者団体へのヒアリング項目】 １．ＷＴで挙げられたサービスについて 昨年度のＷＴにおいて、優先的に検討が行われたサービスのうち以下の４つのサービスに係る著作物等の利用を権利制限の対象とすることの是非や留意すべき事項について、ご意見をお願いいたします。 （１）所在検索サービス（あらゆる種類の著作物等が対象になりうる） （２）分析サービス（あらゆる種類の著作物等が対象になりうる） （３）翻訳サービス（言語の著作物が主な対象） （４）その他ＣＰＳ関係サービス（あらゆる種類の著作物等が対象になりうる） ※以下の点についてもご説明いただけるようお願いいたします。 ①上記サービスについてライセンス等の市場が形成されているか否か及びその内容 ②（特に（１）・（２）について、）スニペットやサムネイルなど、著作物の一部利用等について、どのような場合は「軽微な利用」と考えられるか。権利者の市場が害されると考えられる態様や場面はどのようなものか。一部利用等に関し、ライセンスを行われている場合は、その内容や条件等について。 ２．権利制限規定の柔軟性を高めることが我が国に及ぼす効果と影響について ＷＴにおいては、仮に権利制限規定の在り方を見直す際には、新しい制度が実際にどのように機能しうるかなどを踏まえ、我が国にもたらされる便益や影響を考慮しつつ、規定の柔軟性や程度を含め、我が国にとって最も望ましい制度設計やその組合せを検討することとされており、知的財産推進計画２０１６にも「（柔軟性のある権利制限規定について）その効果と影響を含め、具体的に検討し、必要な措置を講ずる。」と明記されているところです。 この点、権利制限規定の柔軟性を高めることにより我が国にどのような効果や影響が及ぶとお考えか、ご意見をお願いいたします。 



自民党の検討状況 16

■ 自由民主党 政務調査会
「地方創生とイノベーション創出のための知的財産戦略 提言
～第４次産業革命とグローバル化の中で～」 (2016年4月21日)



自民党コンテンツ小委員会の会議開催状況 17

会議開催 検討内容
2015年5月27日 知的財産戦略調査会 10の提言を公表 「検討を行う」
2015年5月29日
～7月3日

ヒアリング（1巡目）
①石新智規弁護士 ②日本新聞協会・JASRAC
③芸団協・日本写真著作権協会 ④日本漫画家協会、モバイル・コンテンツ・フォーラム
⑤JIPA、岩倉正和弁護士 ⑥主婦連合会、菊池尚人特任准教授

2015年9月2日 中間とりまとめ
2015年9月15日 文化庁状況確認
2015年12月15日～
2016年2月26日

ヒアリング（2巡目）
①JASRAC・芸団協・日本新聞協会・日本漫画家協会・映連・レコード協会、JEITA
②主婦連合会、日本弁理士会 ③JIPA・経団連、モバイル・コンテンツ・フォーラム
④日弁連、日本雑誌協会・日本書籍協会

2016年3月8日 議員討議①
2016年3月15日 議員討議②
2016年4月15日 とりまとめ
2016年4月20日 調査会提言案について
2016年4月21日 提言公表「柔軟な権利制限規定を導入する」

2度の権利者団体ヒアリングを経た上で結論：「導入する」



クリエイターは賛成

※ クリエイティブ・コモンズ・ジャパン実施(2009.9)のアンケートでも、クリエイターの61%が賛成

反対

消費者団体
事業者
学者や有識者
クリエイター

文化庁
権利者団体
クリエイター

明確な
立法事実がない

居直り侵害が
蔓延する

産業・経済発展
の視点に偏るべ

きでない
賛成

主婦連合会
インターネットユーザー協会
障害者放送協議会
電子情報技術産業協会 (JEITA)
日本知的財産協会 (JIPA)
アジアインターネット日本連盟(AICJ)
日本弁護士連合会
中山先生等の学者等

『クリエイターはフェアユースをどう思っているか』アンケート
中山信弘(東京大学名誉教授)、田中辰雄(慶応大学経済学部教授）

賛成 反対

（過去の文化審議会提出資料等より）
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日本を「世界で最もイノベーシ
ョンに適した国」としていく

～第百九十回国会における安倍内閣総理大臣
施政方針演説

19



柔軟な規定の海外での導入状況

米国

オーストラリア

★経済部
智慧財産局

★大統領府
知的財産局

★法務省
知的財産局

★知的財産庁

★司法省

★国内取引
消費者行政
知的財産公社

★企業・貿易・雇用省科学技術・
知的財産局知的財産ユニット

★：産業財産権法と著作権法を同一の官庁が
所管している国とその部署名

柔軟な規定を導入
導入を検討

シンガポール
(2004)

台湾 (1992)

イスラエル
(2007)

スリランカ
(2003)

アイルランド

中国
韓国 (2011)

マレーシア
(2012)

フィリピン(1997) 台湾では，フェアユースの導入によってコンテ
ンツ産業の伸び率は上昇している．台湾の他
のパーソナルサービスと比較しても上昇して
いるし，韓国のコンテンツ産業と比較しても上
昇している．産業の伸び率が高まれば権利
者の利益になるはずであるから，フェアユー
スの導入は権利者の利益を増やすだろう．

コンテンツ産業への経済効果

田中辰雄「フェアユース導入はコンテンツ産業にプラスかマイナスか」
（GLOCOM Review 2014 年10月第11巻第1 号(82)）

大陸法系 英米法（コモン・ロー）系 混合国名色表示：

カナダ（最高裁判例）
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経済成長率の比較
20

10
年
～

20
14

年
の

名
目

G
DP

年
平
均
成
長
率

米国カナダ

韓国
スリランカ

フィリピン

マレーシア

イスラエル
シンガポール

台湾

日本

「柔軟性のある規定」導入国

【備考】
2014年の名目GDPと2010年から2014年の年平均成長率をプロット。$1=¥106で換算(2014年の平均為替)
『広範で「柔軟」な権利制限規定を採用している国ほど、高いGDP成長率を示した』との経済分析報告書もある。
（Benjamin Gibert（Lisbon Councilフェロー、オックスフォード大学卒）, “The 2015 Intellectual Property 
and Economic Growth Index”）

2014年
名目GDP
(兆円)

21

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
(10億ドル） 	2010 	2011 	2012 	2013 	2014 	CAGR(5)	兆円日本 	5,495.39 	5,905.63 	5,954.48 	4,919.56 	4,616.34 	-4.3% 	489 米国 	14,964.40 	15,517.93 	16,163.15 	16,768.05 	17,418.93 	3.9% 	1,846 韓国 	1,094.50 	1,202.46 	1,222.81 	1,304.47 	1,416.95 	6.7% 	150 シンガポール 	236.42 	275.37 	289.94 	302.25 	308.05 	6.8% 	33 台湾 	446.14 	485.67 	495.92 	511.28 	529.55 	4.4% 	56 イスラエル 	232.91 	258.41 	257.21 	290.55 	303.77 	6.9% 	32 マレーシア 	247.54 	289.34 	304.96 	313.16 	326.93 	7.2% 	35 スリランカ 	49.55 	59.16 	59.38 	67.45 	74.59 	10.8% 	8 カナダ 	1,614.07 	1,788.74 	1,832.72 	1,838.96 	1,788.72 	2.6% 	190フィリピン 	199.59 	224.14 	250.24 	272.07 	284.93 	9.3% 	30 Lisbon Councilはブラッセルを拠点とした独立系シンクタンク（NPO）。正式名称は、The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal。http://www.lisboncouncil.net/Benjamin Gibert, “The 2015 Intellectual Property and Economic Growth Index”http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/122-the-2015-intellectual-property-and-economic-growth-index.html



【備考】
2014年の売上高と2010年から2014年の年平均成長率をプロット(NAVERは2013年8月にオンラインゲーム事業を
独立させたため、オンラインゲーム事業を除外した売上高の成長率)。
外国企業の売上高は$1=¥106、RMB=¥17、KRW=¥0.10で換算(2014年の平均為替)

20
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20
14

年
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均
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長
率

2014年売上高
(億円)

ICT主要企業の成長性比較 22

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
(百万ドル)	2010	2011	2012	2013	2014	CAGR(5)	CAGR(3)	円換算(百万円)Amazon	34,204	48,077	61,093	74,452	88,988	27%	21%	9,432,728 $1=106円 Google	29,321	37,905	46,039	55,519	66,001	22%	20%	6,996,106 Facebook	1,974 	3,711 	5,089 	5,872 	12,466 	59% 	57% 	1,321,396 Yahoo	292,423	302,088	342,989	408,514	428,487	10%	12% rakuten 	346,144 	379,900 	443,474 	518,568 	598,565 	15% 	16% dwango 	30,373 	34,298 	36,243 	35,948 	41,484 	8% 	7% （百万元）baidu 	7,913 	14,490 	22,246 	31,802 	48,495 	57% 	48% 	824,415 元＝17円 (百万ウォン）navor 	1,184,200(*) 	1,480,600(*) 	1,798,657 	2,259,139 	2,758,479 	24% 	24% 	275,848 W=0.10円 2010年のNaver売上高内訳 トータル1,790.6－ゲーム 606.4 = 1,184.2 （10億KRW）2011年のNave売上高内訳 トータル 2,121.3 － ゲーム 640.7 ＝ 1,480.6 （10億KRW）2015年4月　各国・地域におけるPCとモバイルの主要検索エンジンシェア（アウンコンサルティング株式会社調べ、PC）https://www.globalmarketingchannel.com/press/survey20150603日本 1位 Google 94.72%、Bing 4.57%韓国 1位 Google 58.16%、Naver 33.27%中国 1位 Baidu 53.59%、360 Search 24.08%米国 1位 Google 76.35%、Bing 21.26%ただし、日本のGoogle 94.72%は、Yahoo! JapanによるGoogle検索エンジンの利用を含む。（検索サービスの国内シェアは、「Yahoo! JAPAN58%、Google36.8%・・・（2013年2月現在）」（「検索エンジン別に押さえておきたいSEM手法」, http://allabout.co.jp/gm/gc/408336/））

https://blog.openstreetmap.org/page/3/?lang=ja&sa=X&ved=0CC4Q9QEwDGoVChMI19im7cLwxgIVJyamCh0JZQ5F


AIは社会にイノベーションをもたらす

○AIの進展は機械学習で終わりでは
なく、今後もどのような技術が出てく
るかは予測不能、かつ、技術進歩が
とても早い分野

⇒ 柔軟に対応できる法制度が必要

23

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（事務局原案）社会にイノベーションを起こすためにAIの技術開発が必要。AIの進展は機械学習で終わりではなく、今後もどのような技術が出てくるかは予測不能であり、かつ、技術進歩がとても早い分野であるため、柔軟性のない規定では即応できない。



AIを含む各分野の
イノベーションを促進し、
日本の成長を妨げないためにも
「柔軟な権利制限規定」の導入が
必要不可欠。

24

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（事務局原案）AIの技術開発による各分野のイノベーションを促進し、日本の成長を妨げないためにも柔軟性のある規定の導入が必要不可欠。



ご清聴ありがとうございました。
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